
 
 



 

 

５ 利用上の注意 

⑴ 申告納税額は、算出税額から税額控除及び源泉徴収の方法により納付した税額を差し引いた

ものである。 

⑵ 解説中の｢税額｣は、申告納税額に既に源泉徴収の方法により納付した税額を加えたものであ

る。 

⑶ 本統計の合計所得金額は、営業等所得、農業所得、利子所得、配当所得、不動産所得、給与

所得、総合譲渡所得、一時所得、雑所得、山林所得、退職所得、分離短期譲渡所得、分離長期

譲渡所得及び株式等の譲渡所得等の合計額から繰越損失額を控除した金額である。 

⑷ 各表の階級区分は、合計所得金額による。ただし、第７表｢給与収入階級別表｣については、

給与収入金額、第８表｢公的年金等収入階級別表｣については、公的年金等収入金額による。 

⑸ 各表の計数は、単位未満を四捨五入しているので各表の内容と合計が符合しない場合がある。

なお、単位未満の計数は｢０｣、該当する計数のないときは｢－｣と表示している。 

⑹ この調査は標本調査であり、抽出された標本の影響が大きく表れる箇所が存在し、実態とは

乖離する可能性がある。 

⑺ 本統計における所得者区分については、各人の所得を①事業所得、②不動産所得、③給与所

得、④雑所得及び①～④以外の所得を合計した所得（以下、「他の区分に該当しない所得」と

いう。）の５つに区分している。 
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事 業 所 得 者  
各種所得の金額のうち事業所得の金額が他の各種

所得の金額の合計額より大きい者 

そ の 他 所 得 者  各種の所得を有する者で、事業所得者以外の者 

 

不 動 産 所 得 者 

その他所得者で、利子所得、配当所得、給与所得、

退職所得、山林所得、譲渡所得、一時所得、雑所得

の金額のいずれよりも不動産所得の金額の方が大

きい者 

給 与 所 得 者 

その他所得者で、利子所得、配当所得、不動産所得、

退職所得、山林所得、譲渡所得、一時所得、雑所得

の金額のいずれよりも給与所得の金額の方が大き

い者 

雑 所 得 者 

その他所得者で、利子所得、配当所得、不動産所得、

給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得、一時所

得の金額のいずれよりも雑所得の金額の方が大き

い者 

他の区分に該当しない所得者 
その他所得者のうち、不動産所得者、給与所得者、

雑所得者以外の者 
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